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１．亀山市まちづくり基本条例について

亀山市まちづくり基本条例（平成22年4月1日施行）

市民・市議会・市の執行機関の３者が互いを尊重し、協働してまちづくりに
取り組むための誰にも共通なまちづくりの９つの基本原則を定めている。

「亀山市らしいまち」を実現することを目的としています。

■条例の目的

新たな自治の確立を図る。
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１．亀山市まちづくり基本条例について

前文

第１条（目的）
第２条（定義）
第３条（条例の位置付け）

第１９条（推進義務）
第２０条（亀山市まちづくり

基本条例推進委員会）

第４条（市民の権利）
第５条（市民の責務）
第６条（議会の責務）
第７条（執行機関の責務）
第８条（市長の責務）
第９条（職員の責務）

第１０条（協働の原則）
第１１条（参加の原則）
第１２条（情報共有の原則）
第１３条（市民尊重の原則）
第１４条（地域尊重の原則）
第１５条（持続可能性の原則）
第１６条（安全・安心の原則）
第１７条（環境の保全及び創造の原則）
第１８条（歴史尊重及び文化振興の原則）

前文
山並みや川の流れといった亀山市の豊かな自然環境、東西交通の要衝として栄えてきた悠久の

歴史にふれるとともに、まちづくりの目標や条例制定の理念を示しています。

第１章「総則」

条例制定の目的、この条例で
使用する用語の定義や、この条
例の位置づけについて定めてい
ます。

第３章「まちづくりの基本原則」

亀山市のまちづくりを行う際に
誰にも共通な９つのきまり（基本
原則）を定めています。

亀山市のまちづくりは、この基
本原則にそって行われます。

第４章「この条例に基づく
まちづくりの推進」

この条例の推進のための具体的方法
を定めることや、この条例の推進のた
めに必要な事項について調査検討する、
「まちづくり基本条例推進委員会」の
設置を定めています。

第２章「まちづくりの主体」

まちづくりの主体である、市
民、市議会、市の執行機関の権
利や責務を定めています。

また、執行機関の中でも、特
に市長と職員の責務を定めてい
ます。

2



２．亀山市まちづくり基本条例推進委員会について

■推進義務（条例第１９条）

■委員の任期（規則第３条）

本条例に基づくまちづくりの推進のため設置しています。

市長は、「本条例に基づくまちづくりの推進に関する具体的な方法」を定め

なければならないとしています。

委員の任期は２年となります。

■亀山市まちづくり基本条例推進委員会（条例第２０条）

推進委員会は、次の事項について調査検討します。

（１）本条例に基づくまちづくりの推進に関する具体的な方法

（２）本条例の見直しに関する事項

（３）上記の事項の他、本条例に基づくまちづくりの推進に必要な事項
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２．亀山市まちづくり基本条例推進委員会について

【抜粋・亀山市まちづくり基本条例推進委員会規則】

第３条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とす

る。

【抜粋・亀山市まちづくり基本条例】

第４章 この条例に基づくまちづくりの推進
（推進義務）
第１９条 市長は、この条例に基づくまちづくりの推進に関する具体的な方法を定めなければ
ならない。
（亀山市まちづくり基本条例推進委員会）
第２０条 この条例に基づくまちづくりの推進のため、亀山市まちづくり基本条例推進委員会
（以下「推進委員会」という。）を置く。
２ 推進委員会は、次に掲げる事項について調査検討する。
（１）この条例に基づくまちづくりの推進に関する具体的な方法
（２）この条例の見直しに関する事項
（３）前２号に掲げるもののほか、この条例に基づくまちづくりの推進に関し必要な事項
３ 前項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

4



２．亀山市まちづくり基本条例推進委員会について

■会議運営に当たって

・委員会に、会長及び副会長各１人を置き、委員の互選で定めます。

・会議は、会長が招集し、議長となります。

・会議は、委員の２分の１以上が出席して成立します。

・必要がある場合は、委員以外の者を会議に出席させて、意見を聴くこと

ができます。

・会議は、原則公開とします。

（傍聴の可否は、会長がその都度委員会に諮ります。）

・会議時間は、長くとも概ね２時間とします。

・議事録（会議概要）を市ＨＰで公表します。（発言者名は非公開）
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２．亀山市まちづくり基本条例推進委員会について

条例では、本市のまちづくりにおいては、条例の趣旨を尊重するとともに、
総合計画その他の計画の策定並びに政策の立案及び実施に当たっては、条例
の趣旨を尊重し、この条例に定める事項との整合を図るとされています。

■条例の位置付けと執行機関の責務

執行機関の責務として、執行機関は、市民の参加及び協働によるまちづくり
を進めるよう努めるとともに、市民がまちづくりに参加できる体制を整備す
るよう努めなければならないとされています。

条例第１９条に基づき定める「条例に基づくまちづくりの推進に関する具体
的な方法」について、第１期推進委員会（平成２２年度～平成２３年度）か
ら第５期推進委員会（平成３０年度～令和２年度）までは推進計画を策定し
、その進捗管理を行ってきました。
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２．亀山市まちづくり基本条例推進委員会について

【抜粋・亀山市まちづくり基本条例】

（条例の位置付け）
第３条 市民、議会及び執行機関は、亀山市のまちづくりにおいて、この条例の趣旨を尊重
しなければならない。
２ 議会及び執行機関は、条例、規則等を解釈し、運用し、又は制定改廃する場合には、こ
の条例の趣旨を尊重し、この条例に定める事項との整合を図るものとする。
３ 執行機関は、亀山市総合計画条例（平成２７年亀山市条例第２４号）第２条第１号に規
定する総合計画その他の計画の策定並びに政策の立案及び実施に当たっては、この条例の趣
旨を尊重し、この条例に定める事項との整合を図るものとする。

（執行機関の責務）
第７条 執行機関は、市民の参加及び協働によるまちづくりを進めるよう努めなければなら
ない。
２ 執行機関は、市民がまちづくりに参加できる体制を整備するよう努めなければならない。
３ 執行機関は、市民が行うまちづくりのための多様な活動を支援するよう努めなければな
らない。
４ 執行機関は、国及び他の地方公共団体との対等な関係の下、相互に連携協力を図るよう
努めなければならない。
５ 執行機関は、まちづくりに関する事項について、市民に対してわかりやすく説明するよ
う努めなければならない。
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３．亀山市まちづくり基本条例推進委員会のこれまでの歩みについて

平成１９年６月から約１年４ヶ月、公募市民委員などからなる「亀山市の
まちづくりの基本を定める条例を考える会」において１００回を超える検
討を重ね、平成２２年４月１日に亀山市のまちづくりの基本理念などを定
める『亀山市まちづくり基本条例』が施行されました。

■１．亀山市まちづくり基本条例の制定

※各項目は「基本的な考え方」の各見出しに対応しています。
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３．亀山市まちづくり基本条例推進委員会のこれまでの歩みについて

条例が施行された平成２２年度から推進委員会を設置し、

第１期（平成２２年度～平成２３年度）において、条例の具体化に向けた必
要な事項の検討を行い、執行機関において、それを土台とした「まちづくり
基本条例推進計画」を策定しました。

第２期（平成２４年度～平成２５年度）では、その推進計画の検証などを行
いました。

■２．亀山市まちづくり基本条例推進委員会（第１期～第２期）

検討項目 方向性 具体的な事業

協働を支援する機能 自立した新たな地域組織の創設に向けたしくみづくりが必要である。 地域コミュニティのしくみづくり支援事業

中間支援組織の設立に向けた支援が必要である。 市民活動応援事業

コンプライアンス 職員のコンプライアンス関連規程の理解と適切な運用のため、職員の意識啓発
を強化する必要がある。

職員コンプライアンス意識啓発事業

監査 市民にとって分かりやすい成果に繋がる行政評価の導入が必要である。 施策評価の導入
事務事業評価対象の拡大

子ども 子ども条例の制定は現時点では時期尚早であり、まず、現在予定されている
「(仮称)人権条例の検討において、子どもの権利について検討を行う必要があ
る。

(仮称)人権を尊重する条例策定事業
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３．亀山市まちづくり基本条例推進委員会のこれまでの歩みについて

第３期（平成２６年度～平成２７年度）においては、それまでの推進委員会
の歩みを踏まえながら、新たな調査検討テーマを設定し、条例の具体化に向
けた必要な事項の検討を行いました。

第４期（平成２８年度～平成２９年度）では、その推進計画の検証を行うと
ともに、新たな調査検討テーマの検討などを行いました。

■３．亀山市まちづくり基本条例推進委員会（第３期～第４期）

検討項目 方向性 具体的な事業

地域づくり 自立した新たな地域組織の「創設」に向けたしくみづくりが継続して必要であ
る。

地域コミュニティのしくみづくり支援事業

自立した地域組織の「活動の活性化」に向けて自主的な地域づくり活動を支え
る取り組みが必要である。

協働 現行の協働事業提案制度の検証（課題、問題点の整理）を踏まえて、新たな協
働事業の仕組みについて検討する必要がある。

市民参画協働事業

まちづくり協議会という新たな地域組織が設立された現状に基づき、行政と市
民等とのさらなる協働の推進を図るため、現行の協働の指針の見直しの必要性
について検討する必要がある。

まちづくり基本条例
との整合性の検証

まちづくり基本条例の趣旨に対する職員の意識をより一層高めるため、条例と
の整合の検証方法を充実する必要がある。

まちづくり基本条例との整合の検証

＜継続した取組＞ 市民活動応援事業の制度自体がスタートしたばかりであり、もう少し長期的な
視点で見守る必要がある。

市民活動応援事業

10



３．亀山市まちづくり基本条例推進委員会のこれまでの歩みについて

第５期（平成３０年度～令和元年度）では、条例の具体化に向けて必要なテ
ーマの検討を行い、まちづくり基本条例推進計画（令和２年度～令和３年度
）に盛り込むべき事項の集約を行いました。
他に、条例ＰＲシンポジウムの検討を行いました。

■４．亀山市まちづくり基本条例推進委員会（第５期）

第1回推進委員会

•推進委員会の役割共有

•今後の進め方について

•検討テーマについて

第2回推進委員会

•検討テーマの検証と絞り込
み

•条例ＰＲｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑについて

第3回推進委員会

•検討テーマ絞り込
み

•条例ＰＲシンポジ
ウムについて

第4回推進委員会

•テーマに関する事業の説明

•検討結果報告書に反映する
事項整理

•条例ＰＲシンポジウムにつ
いての検討

第5回推進委員会
・新型コロナウイ
ルス感染症流行に
伴い中止

新型コロナウイル
ス感染症流行に伴
い、推進委員会の
開催が困難な状況
になりました。

平成30年度 令和元年度

新型コロナウイルス感染症流行に伴い、推進委員会の開催が
困難な状況となったことから、委員会の設置がされず現在に至っています。
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４．第６期推進委員会における調査検討事項について（案）

コロナ禍が明け、改めて、第６期推進委員会を設置し、検討をするに当たり
、推進委員会が調査研究する事項である「条例に基づくまちづくりの推進に
関する具体的な方法」について、整理する必要があります。

■第６期推進委員会における調査検討事項について

これまでの推進計画は、推進委員会での調査結果を踏まえ、条例の推進を図
るための個別事業の推進について位置付けてきましたが、条例の推進といっ
た大きな視点での議論を行う必要があります。

条例第３条に規定され、市の執行機関が条例に定める事項との整合を図るこ
ととされている市の最上位計画である総合計画の次期計画の策定作業に本年
度より取り組んでいることから、総合計画の施策推進の視点を取り入れた具
体的な方法（推進計画等）とする必要があります。
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４．第６期推進委員会における調査検討事項について（案）

条例第７条第２項において、市の執行機関の責務として規定されている市民
がまちづくりに参画できる体制の整備について改めて検証し、次期総合計画
期間における市民参加の手法や評価方法について整理し、具体的な方法（推
進計画等）に位置付けることを第６期推進委員会において調査検討を行う。

【第６期推進委員会における調査検討事項（案）】

『市民参加の手法や評価方法の整理・検討』
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４．第６期推進委員会における調査検討事項について

■第２次亀山市総合計画後期基本計画推進のための市民アンケート調査結果

亀山市に居住する１８歳以上の市民１，２００人を対象に令和６年１月２２
日から２月１５日の調査期間で「第２次亀山市総合計画後期基本計画推進の
ための市民アンケート調査」を実施した結果及び過去の市民アンケート調査
結果の各項目は次のとおりとなりました。

亀山市まちづくり
基本条例を知って
いますか。

（平成２８年）「はい」４．４％＋「どちらかと言えばはい」７．５％＝１１．９％
（令和 元年）「はい」４．９％＋「どちらかと言えばはい」６．４％＝１１．３％
（令和 ３年）「はい」４．２％＋「どちらかと言えばはい」６．３％＝１０．５％
（令和 ６年）「はい」３．９％＋「どちらかと言えばはい」７．２％＝１１．１％

市政やまちづくり
に市民が参加して
いる。

（平成２８年）「そう思う」４．０％＋「ややそう思う」１７．７％＝２１．７％
（令和 元年）「そう思う」４．５％＋「ややそう思う」１６．２％＝２０．７％
（令和 ３年）「そう思う」３．０％＋「ややそう思う」１４．６％＝１７．６％
（令和 ６年）「そう思う」３．０％＋「ややそう思う」１６．２％＝１９．２％

市政やまちづくり
に若者が参加する
しくみが整ってい
る。

（令和 元年）「そう思う」１．０％＋「ややそう思う」６．９％＝７．９％
（令和 ３年）「そう思う」１．０％＋「ややそう思う」５．３％＝６．３％
（令和 ６年）「そう思う」１．７％＋「ややそう思う」５．６％＝７．３％
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４．第６期推進委員会における調査検討事項について

■第２次亀山市総合計画後期基本計画推進のための市民アンケート調査結果（重要度）

市政やまちづくり
に市民が参加して
いる。（重要度）

（平成２１年）「重要」３０．７％＋「やや重要」３９．６％＝７０．３％
（平成２２年）「重要」２０．４％＋「やや重要」３３．９％＝５４．３％
（平成２８年）「重要」２１．９％＋「やや重要」３７．９％＝５９．８％
（令和 元年）「重要」２０．５％＋「やや重要」３６．１％＝５６．６％
（令和 ３年）「重要」１８．７％＋「やや重要」３７．６％＝５６．３％
（令和 ６年）「重要」２５．９％＋「やや重要」３７．２％＝６３．１％

市政やまちづくり
に若者が参加する
しくみが整ってい
る。（重要度）

（令和 元年）「重要」２３．４％＋「やや重要」３４．３％＝５７．７％
（令和 ３年）「重要」１８．７％＋「やや重要」３６．３％＝５５．０％
（令和 ６年）「重要」３１．２％＋「やや重要」３６．８％＝６８．０％

■まちづくり基本条例の認知度が非常に低く、平成２８年度から横ばいの
結果となりました。

■市政やまちづくりに市民が参加しているとの意識についても低く、調査
ごとに減少傾向となりました。

■市政やまちづくりに若者が参加するしくみが整っているとの意識について
は特に低く、令和元年から横ばいの結果となりました。

■一方で、市民が考えるそれぞれの設問に対する重要度は高いことから、
市政やまちづくりへの市民参画手法の検討が必要であると考えられる結果
となりました。
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